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終活は人生が終わることへの準備だけでなく、人

生をよりよく生きること。選択肢を知り、主体的に

生きること。わかりやすい終活情報発信メディア。

市民活動の様子が、Yahoo!ニュースやLINEニュースで話題に…。日本各地

から反応があり大変驚きました。当事者が一歩踏み出し行動することで、ま

た別の当事者の心に響く…時々、「私、何やってるんだろう」思うこともあり

ますが励みになります！どうもありがとうございました。活動拠点の丸亀市

市民交流活動センターマルタスの3周年祭「MARUTASU FESTIVAL～つ

ながる。～」（3/23）参加します！“夢や希望、ウィッシュリスト（Wish List）

を書いてみよう！皆さんのWish Listを初夏頃マルタスに貼りたいです♪

【発行】 終活ノオト☆きむらなみ
 shukatsunote.k@gmail.com

★終活に関することをわかりやすく毎月発行しています ★誤字脱字等お許しください ★丸亀市マルタス3周年
イベント参加（3/23）Wish Listウィッシュリストを書こう！★次回もしバナゲームは４月下旬予定 ★バックナン
バーやイベント情報は、右のQRコード各SNSからご確認ください。ｂｙ 終活カウンセラー☆きむらなみ

終活ノオトSNS

☐ 生まれてから今までの「本籍地」を確認してみましょう

戸籍の証明書の請求が便利になりました！今までは各市区町村が個別にシステムを構築していたため

相互に連携できず、戸籍証明書等は本籍地のある市区町村に個別に請求していましたが、戸籍情報連携

システムにより本籍地ではない市区町村窓口からの請求が可能になりました。終活では、家族が亡くな

ると関係を示す書類として自分の戸籍謄本を取り、相続を進めるには「戸籍謄本の束」が必要になるため、

故人＝被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人の戸籍

謄本が必要になり、これらの“束”を各金融機関や役所ごとに出していました。「法定相続情報証明制度」

もでき、相続人の手間も少なくなりつつあります。ぜひ最新の情報をチェックし、便利な制度をご活用く

ださい。わからないことなどは法務局や相続関係に詳しい士業さんへどんどん聞いていきましょう♪

便利になっていく制度をチェック♪戸籍とか本籍地とか…

「どこでも」 本籍地が遠くにある方も近くの市町村
窓口に請求できます

「まとめて」 ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっ
ても、1カ所の窓口から請求できます

戸籍の証明書の請求が

便利になりました！
令和6年

3月1日～

広域交付制度は、例えば新婚旅行先で婚姻届を提出したい場合、

提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができる

と戸籍証明書等の添付が原則不要で可能になります！また、本人

のものだけでなく、配偶者、父母や祖父母、子や孫などの戸籍証明

書等も請求できます。きょうだいは請求できません。

今後は・・・

★マイナンバー制度の活
用による戸籍証明書等の
添付省略（児童扶養手当
認定請求等）

★戸籍電子証明書の活用
による戸籍証明書等の添
付省略（旅券発給申請等）

「相続登記の申請義務化」
不動産登記関係は大丈夫？

令和6年

4月1日～
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